
（第18328号）東 京 都 公 報令和7年6月18日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
一

公

告

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）…
二

雑

報

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…
七

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
調
布
市
深
大
寺

東
町
八
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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公

告

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
六
日
新
宿
区
告
示
第
百
二
十
九

号

若
葉
地
区
地
区

計
画

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
事
業

令
和
七
年
一
月
九
日
品
川
区
告
示
第
十
四
号

戸
越
六
丁
目
十

八
・
二
十
番
東

地
区
防
災
街
区

整
備
事
業

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
事
業

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
目
黒
区
告
示
第
二
百

十
五
号

原
町
一
丁
目
三

番
地
区
防
災
街

区
整
備
事
業

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
二
月
七
日
中
野
区
告
示
第
九
号

白
鷺
二
・
三
丁

目
地
区
地
区
計

画
東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

五
号
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池
袋
駅
西
口
地

区
第
一
種
市
街

地
再
開
発
事
業

東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

六
号

池
袋
駅
直
上
西

地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事

業
東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
事
業

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
豊
島
区
告
示
第
四

百
七
十
号

池
袋
本
町
四
丁

目
一
・
二
番
地

区
防
災
街
区
整

備
事
業

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
足
立
区
告
示
第
三
百

七
十
八
号

六
木
一
丁
目
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
地
区

計
画

令
和
七
年
三
月
十
日
葛
飾
区
告
示
第
六
十
六
号

西
新
小
岩
五
丁

目
地
区
防
災
街

区
整
備
地
区
計

画
府
中
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
府
中
市
告
示
第
四
十

号

新
町
・
栄
町
地

区
地
区
計
画

西
東
京
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日
西
東
京
市
告
示
第
三

十
八
号

ひ
ば
り
ヶ
丘
駅

北
口
西
側
地
区

地
区
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
地

域
冷
暖
房
施
設

令
和
七
年
二
月
六
日
新
宿
区
告
示
第
八
十
三
号

西
新
宿
一
丁
目

地
区
地
域
冷
暖

房
施
設

東
京
都
市
計
画
地

域
冷
暖
房
施
設

令
和
七
年
二
月
六
日
新
宿
区
告
示
第
八
十
四
号

新
宿
南
口
西
地

区
地
域
冷
暖
房

施
設

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
六
日
新
宿
区
告
示
第
百
三
十
号

若
葉
・
須
賀
町

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
一
月
九
日
品
川
区
告
示
第
十
二
号

品
川
第
二
・
二

・
七
十
三
号
子

ど
も
の
森
公
園

東
京
都
市
計
画
特

定
防
災
街
区
整
備

地
区

令
和
七
年
一
月
九
日
品
川
区
告
示
第
十
三
号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
三
月
十
二
日
品
川
区
告
示
第
百
一
号

第
三
・
四
・
九

十
二
号
天
王
洲

公
園

東
京
都
市
計
画
特

定
防
災
街
区
整
備

地
区

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
目
黒
区
告
示
第
二
百

十
五
号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
二
月
十
八
日
大
田
区
告
示
第
七
十
号

大
田
第
二
・
二

・
十
二
号
石
川

公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
二
月
十
八
日
大
田
区
告
示
第
七
十
号

大
田
第
二
・
二

・
五
十
八
号
三

本
松
公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
二
月
十
八
日
大
田
区
告
示
第
七
十
号

大
田
第
二
・
二

・
五
十
九
号
田

園
調
布
若
竹
公

園
東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
大
田
区
告
示
第
百
七

十
八
号

東
京
都
市
計
画
地

域
冷
暖
房
施
設

令
和
七
年
二
月
六
日
渋
谷
区
告
示
第
十
九
号

新
宿
南
口
西
地

区
地
域
冷
暖
房
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施
設

東
京
都
市
計
画
一

団
地
の
住
宅
施
設

令
和
七
年
二
月
七
日
中
野
区
告
示
第
十
号

鷺
宮
西
住
宅
一

団
地
の
住
宅
施

設
東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
二
月
七
日
中
野
区
告
示
第
十
一
号

中
野
第
二
・
二

・
三
十
五
号
白

鷺
公
園

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

三
号

池
袋
駅
西
口
Ａ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

四
号

池
袋
駅
西
口
Ｂ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

七
号

第
八
・
二
・
十

八
号
池
袋
西
口

公
園

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

八
号

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
七
十

八
号
線

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

八
号

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
七

十
三
号
線

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

八
号

池
袋
駅
付
近
広

場
第
二
号
線

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

八
号

池
袋
駅
付
近
街

路
第
四
号
線

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

八
号

池
袋
駅
付
近
街

路
第
五
号
線

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

八
号

池
袋
駅
付
近
地

下
道
第
三
号
線

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

八
号

池
袋
駅
付
近
地

下
道
第
四
号
線

東
京
都
市
計
画
駐

車
場

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
豊
島
区
公
告
第
四
百

九
号

第
二
十
九
号
池

袋
西
口
駐
車
場

東
京
都
市
計
画
特

定
防
災
街
区
整
備

地
区

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
豊
島
区
告
示
第
四

百
六
十
九
号

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
豊
島
区
告
示
第
四

百
七
十
一
号

池
袋
本
町
地
区

地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
二
月
十
七
日
東
京
都
板
橋
区
告
示
第

六
十
八
号

第
三
・
三
・
百

三
十
一
号
板
橋

公
園

東
京
都
市
計
画
特

別
緑
地
保
全
地
区

令
和
七
年
二
月
二
十
七
日
東
京
都
板
橋
区
告
示

第
八
十
七
号

第
二
十
号
大
門

特
別
緑
地
保
全

地
区

東
京
都
市
計
画
一

団
地
の
住
宅
施
設

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
足
立
区
告
示
第
三
百

七
十
九
号

中
川
第
一
住
宅

一
団
地
の
住
宅

施
設

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
足
立
区
告
示
第
三
百

八
十
号

小
台
一
丁
目
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
足
立
区
告
示
第
三
百

八
十
一
号

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
足
立
区
告
示
第
六

百
三
十
四
号

竹
ノ
塚
駅
中
央

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
足
立
区
告
示
第
六

百
三
十
六
号

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
足
立
区
告
示
第
百
二

十
八
号

綾
瀬
駅
東
口
周

辺
地
区
地
区
計

画
東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
足
立
区
告
示
第
百
三

十
七
号
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江
北
駅
周
辺
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
足
立
区
告
示
第
百
三

十
八
号

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
足
立
区
告
示
第
百
三

十
九
号

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
江
戸
川
区
告
示
第

八
百
九
十
一
号

篠
崎
駅
西
部
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
江
戸
川
区
告
示
第

八
百
九
十
一
号

江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
五
号

一
之
江
一
丁
目

公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
江
戸
川
区
告
示
第

八
百
九
十
一
号

江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
六
号

東
小
岩
三
丁
目

公
園

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
江
戸
川
区
告
示
第

八
百
九
十
一
号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
江
戸
川
区
告
示
第
百

九
十
五
号

江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
七
号

松
江
二
丁
目
公

園
東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
江
戸
川
区
告
示
第
百

九
十
五
号

江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
八
号

北
小
岩
七
丁
目

公
園

八
王
子
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
六
年
十
二
月
九
日
八
王
子
市
告
示
第
三
百

十
七
号

立
川
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
立
川
市
告
示
第
二
百
六
十

五
号

立
川
都
市
計
画
駐

車
場
整
備
地
区

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
立
川
市
告
示
第
三
百

三
十
九
号

立
川
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
立
川
市
告
示
第
三
百

四
十
号

立
川
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
立
川
市
告
示
第
三
百

四
十
一
号

立
川
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
立
川
市
告
示
第
三
百

四
十
二
号

立
川
都
市
計
画
道

路

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
立
川
市
告
示
第
三
百

四
十
三
号

三
・
二
・
十
号

緑
川
通
り
線

武
蔵
野
都
市
計
画

道
路

令
和
七
年
一
月
十
七
日
武
蔵
野
市
告
示
第
八
号

三
・
四
・
二
号

三
鷹
駅
南
口
寺

南
線

武
蔵
野
都
市
計
画

道
路

令
和
七
年
一
月
十
七
日
武
蔵
野
市
告
示
第
八
号

三
・
四
・
二
十

七
号
寺
前
境
南

線
武
蔵
野
都
市
計
画

道
路

令
和
七
年
一
月
十
七
日
武
蔵
野
市
告
示
第
八
号

三
・
五
・
二
十

八
号
寺
西
境
線

武
蔵
野
都
市
計
画

道
路

令
和
七
年
一
月
十
七
日
武
蔵
野
市
告
示
第
八
号

七
・
四
・
二
号

寺
前
境
南
線

武
蔵
野
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
武
蔵
野
市
告
示
第
二

十
三
号

三
鷹
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
三
鷹
市
告
示
第
四

百
二
十
五
号

青
梅
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
青
梅
市
告
示
第
一
号

青
梅
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
十
一
日
青
梅
市
告
示
第
二
十
五

号

青
梅
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
北
側

地
区
地
区
計
画

府
中
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
二
月
六
日
府
中
市
告
示
第
十
五
号

昭
島
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
昭
島
市
告
示
第
一
号

調
布
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
調
布
市
告
示
第
一
号

調
布
都
市
計
画
道

路

令
和
七
年
三
月
五
日
調
布
市
告
示
第
六
十
六
号

三
・
四
・
三
十

一
号
西
調
布
南

口
線

調
布
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
調
布
市
告
示
第
八
十

五
号

緑
ケ
丘
二
丁
目

地
区
地
区
計
画

町
田
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
町
田
市
告
示
第
三
百
三
十

五
号

町
田
都
市
計
画
緑

地

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日
町
田
市
告
示
第
三
百

八
十
五
号
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第
三
十
四
号
蓮

田
緑
地

国
分
寺
都
市
計
画

緑
地

令
和
六
年
十
二
月
十
日
国
分
寺
市
告
示
第
四
百

六
十
六
号

第
六
号
新
町
一

丁
目
緑
地

国
分
寺
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
国
分
寺
市
告
示
第
一
号

国
立
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
国
立
市
告
示
第
一
号

調
布
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
九
十
一
号

立
川
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日
東
大
和
市
告
示
第
五

十
六
号

東
村
山
都
市
計
画

緑
地

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
東
久
留
米
市
告
示

第
百
十
八
号

第
十
三
号
前
沢

緑
地

立
川
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
二
十
九
日
武
蔵
村
山
市
告
示
第

四
号

立
川
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
六
日
武
蔵
村
山
市
告
示
第
十
七

号

都
市
核
地
区
地

区
計
画

立
川
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
武
蔵
村
山
市
告
示
第

二
十
六
号

村
山
工
場
跡
地

地
区
地
区
計
画

多
摩
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
六
年
十
二
月
六
日
多
摩
市
告
示
第
五
百
八

十
七
号

多
摩
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
稲
城
市
告
示
第
一
号

福
生
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
羽
村
市
告
示
第
一
号

秋
多
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
一
月
一
日
あ
き
る
野
市
告
示
第
一
号

西
東
京
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
六
年
十
二
月
五
日
西
東
京
市
告
示
第
二
百

三
号

西
東
京
都
市
計
画

公
園

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日
西
東
京
市
告
示
第
三

十
九
号

第
二
・
二
・
十

号
ひ
ば
り
が
丘

北
四
丁
目
公
園

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

雑

報
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